
 

 

 

里帰り出産や入院等のやむを得ない事情により、県外で定期予防接種を受ける場合は、 

以下のとおりお手続きのうえ、償還払い制度をご活用ください。 

※接種前に申請が必要です。接種後の申請は償還払いの対象とはなりません。 
また、申請から接種に必要な書類の発行までに 1～2週間ほどかかりますので、お早めにお手続きをお願いします。 
 

  

県外で定期予防接種を希望される方へ 

＜様式はこちら＞ 


